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天

後

の

西

陣

保

以

本

庄

耳E

柴

治

私
は
本
誌
第
十
九
谷
五
抗
に
於
て
天
保
時
代
の
関
陣

E
説
い
た
。
革
に
は
そ
れ
に
引
き
つ
ピ
い
て
天
保
改
革
叫
後
的
問
陣
に
つ
い
て
重
要
な
る
二

三
山
事
件
を
就
い
て
瓦
た
い
と

E
L。
這
削
の
史
料

ι訟
だ
乏
し
(
、
あ
る
事
件
の
飢
末
を
明
確
に
し
存
ず
る
も
山
も
あ
る
が
、
そ
は
他
日
新
史
料

を
得
て
之
を
補
ふ
D
M
貯
は
な
い
・
と
思
ふ
。

天
保
の
改
革
に
よ
っ
て
両
障
は
大
打
撃
を
受
付
、
僅
か
に
木
綿
織
の
製
織
に
縛
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
・
そ
の
生

業
を
維
持
す
る
の
有
様
で
あ
っ
た
。
羽
倉
簡
堂
の
「
西
上
銑
」
に
は
「
泊
加
茂
支
流
而
ド
問
、
問
西
陣
織
戸
、
先
是
日

日
織
不
一
池
二
十
端
」
(
一
議
↓
聞
は
月
)
ご
ゐ
九
必
す
し
も
的
確
な
る
記
述
に
あ

織
繍
紗
千
端
、
客
歳
杜
者
A
T
下、

ら
A
Y
Z
す
る
も
、
そ
の
不
振
の
甚
し
か
り
し
こ
正
は
之
を
察
す
る
に
難
〈
は
な
い
。
ま
た
「
西
陣
天
狗
筆
記
」
に
も

『
移
り
替
る
は
世
中
ご
い
へ
吉
、
京
都
第
一
名
産

ω紋
織
絹
三
百
年
来
仕
来
し
糸
職
も
、
天
保
十
四
年
の
頃
よ
り

二
三
年
ケ
聞
は
木
綿
織
ご
な
h
て
紋
織
開
ひ
や
〈
此
方
の
衰
微
ご
な
り
、
其
土
木
締
か
ぜ
糸
の
高
直
正
な

b
L
も

木
町
師
我
朝
わ
渡
h
し
ょ
b
此
方
の
高
直
也
。
夫
に
ひ
き
か
へ
上
州
桐
生
、
美
濃
岐
阜
、
江
州
長
一
樹
、
越
前
退
其
外

誼

設

E司

九
八
三

天
保
叫
後
D
西
陣

第
一
一
十
巻

(
第
六
披

簡堂哉書第一容1) 



前

設

天
保
以
後
の
西
陣

第
二
十
巻

(
第
六
挽

[9 

) 

九
八
四

の
田
舎
に
逗
年
織
出
す
絹
は
矢
張
天
保
の
す
へ
に
て
も
不
相
替
絹
織
貫
通
仁
た

h
』
芭
あ
っ
て
、
他
園
機
業
の
景

況
を
設
け
る
黙
は
兎
に
角
ご

L
て
、
西
陣
が
天
保
改
革
の
た
め
に
非
常
な
る
影
響
を
受
け
た
こ
ご
は
明
か
で
め
ら

ぅ
。
嘉
永
四
年
に
仲
間
再
興
の
こ
之
が
A
T
せ
ら
れ
允
が
、
而
も
そ
れ
に
よ
っ
て
機
業
の
振
興
を
見
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
嘉
永
五
年
の
高
機
入
組
の
「
日
記
」
じ
よ
れ
ば
、
機
業
戸
数
の
如
、
さ
も
、
天
保
改
革
前
の
入
組
合
計
一
千

二
百
十
九
戸
に
封

L
t
、
室
田
永
五
年
に
は
千
五
十
六
軒
、
内
百
七
十
一
軒
休
職
、
差
引
入
百
人
十
五
軒
ご
い
ふ
数

宇
を
示
し
て
居
h
J
、
同
日
記
の
三
月
朔
日
の
僚
に
は

「
御
改
革
前
丑
年
(
天
保
十
二
年
)
正
月

文
化
文
政
之
見
合
に
而
は
景
気
入
歩

同

以
筏
卯
年
(
天
保
十
四
年
)
正
月

歩

嘉
永
玉
子
年
正
月
、

月

六
歩
」

ご
あ
り
、
ま
た
五
月
十
五
日
の
僚
に
は
嘗
時
の
西
機
に
腐
す
る
織
屋
の
製
品
古
賀
行
の
朕
況
を
各
口
問
目
に
つ
い
て
一
不

し

τ居
る
が
、
大
部
分
の
も
の
は
不
景
気
な
る
旨
が
記
載
し
め
る
こ
ご
等
か
ら
考
ふ
れ
ば
、
多
少
景
気
を
回
復
し

た
る
如
〈
で
あ
る
が
、
到
底
改
革
前
の
朕
鼠
に
達
し
居
ら
ぎ
る
こ
ご
は
明
か
で
ゐ
る
。
降
っ
て
安
政
年
聞
に
は
米

間
恨
古
紙
慣
芯
の
高
直
の
た
め
に
職
工
離
散
せ
ん
ご
す
る
有
様
を
墨
し
、
官
米
一
千
石

ω貸
下
を
乞
ふ
て
之
れ
が
救

演
に
営
る
有
様
で
あ
っ
た
。
又
安
政
慶
臆
に
一
旦
っ
て
絹
貰
捌
所
の
計
量
且
ゐ
b
し
こ
£
は
、
之
れ
に
よ
っ
て
不
況
を

挽
回
せ
ん
志
す
る
一
策
ご
し
て
考
へ
ら
れ
た
こ
=
で
ゐ
ら
う
が
、
遂
に
畢
韓
日
の
盛
況
を
再
現
す
る
こ
正
な
〈

L
て



維
新
の
新
時
代
に
入
h
し
も
り
で
あ
る
。

天
保
の
改
革
に
よ
っ
て
株
仲
間
が
解
散
せ
ら
れ
、
其
級
新
規
の
織
屋
を
生
子
る
に
至
っ
た
こ
さ
は
上
述
せ
る
慮

に
よ
っ
て
明
か
で
ゐ
る
が
、
之

μ
が
た
め
に
機
業
家
聞
に
お
り
る
従
来
の
統
制
が
破
壊
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
守
、

機
業
家
の
風
儀
乱
れ
粗
製
橋
遣
の
ョ
コ
」
も
行
は
れ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
嘉
永
二
年
十
二
月
の
御
寮
織
物
司
及
び
高
機

元
入
組
行
事
共
的
陳
情
書
に
日
〈
「
西
陣
織
物
之
義
者
御
骨
同
地
第
一
之
名
産
に
而
御
座
候
庭
、
近
年
織
職
之
者
共

は
不
及
申
、
糸
道
に
携
候
者
共
迄
々
因
究
に
信
よ
び
、
往
古
よ
り
の
風
儀
を
取
崩
し
、
手
何
時
し
織
物
を
仕
出
し
素

人
を
相
惑
し
候
族
も
仰
座
候
に
よ
h
、
古
来
之
風
儀
相
守
居
候
織
屋
共
之
響
じ
相
成
、
其
上
右
様
に
成
行
候
而

者
、
往
々
御
召
御
用
之
織
物
を
始
、
御
太
切
之
御
口
聞
に
も
姦
成
工
夫
を
以
手
援
杯
仕
出
可
申
哉
も
難
斗
、
殊
に
御

改
正
後
相
始
時
候
織
屋
等
何
之
弊
も
無
之
、
不
貴
之
工
夫
等
相
明
白
ひ
嘗
地
名
産
之
名
失
ひ
候
様
可
相
成
哉
丘
駅
か

数
奉
存
候
。
且
叉
御
用
之
御
ロ
問
者
不
及
申
上
、
諸
一
家
僕
方
御
吉
例
之
御
官
服
御
太
切
之
紋
模
様
之
差
別
も
御
座
候

世
陣
、
返
来
紛
敷
紋
模
様
柄
之
織
物
等
他
図
よ
b
差
登
し
候
儀
迫
々
相
増
候
様
に
相
成
、
右
は
杢
〈
御
嘗
地
に
而
凌

品
品
候
織
昆
叉
は
主
家
ね
及
不
一
時
候
本
会
人
等
離
散
仕
、
先
々
仁
而
相
稼
候
よ
り
右
様
に
相
成
家
候
義
に
而
、
何
分

紛
敷
紋
模
様
等
上
下
之
差
別
無
御
座
候
僚
に
而
は
仰
改
草
之
御
趣
意
に
も
相
振
奉
恐
入
候
」

t
。
他
国
で
西
陣
類

似
の
織
物
が
製
出
さ
れ

τ、
そ
れ
が
西
陣
へ
迭
ら
れ
、
又
は
職
工
が
他
闘
に
流
特

L
て
西
陣
の
技
術
を
侍
へ
、
商

f，W 

業

(
第
六
臨
調

九
入
五

天
保
以
後
D
西
陣

策
二
十
巻

四
コ
一
)

同帥王絢筆記1) 



主命

叢

天
保
以
後
山
西
陣

第
二
十
巻

(
第
六
腕

"" 凹

九
八
六

陣
機
業
家
の
頭
痛
の
椅
ご
な
っ
た
ニ
ピ
は
、
既
に
寛
保
四
年
(
附
附
炉
七
)
桐
生
の
絹
織
物
差
止
め
を
請
願
せ
し
以
来

の
こ
ご
で
ゐ
る
が
、
幕
末
に
及
ん
で
、
向
こ
れ
仁
悩
み
し
次
第
で
あ
っ
て
、
右

ω陳
情
書
を
通
読
す
る
ご
き
は
、

幕
末
に
お
り
る
西
陣
の
衰
類
が
如
貴
仁
物
語
ら
れ
て
居
る
如
き
戚
が
め
る
o

機
業
家
職
工
徒
弟
等
の
取
締
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
株
仲
間
の
制
度
に
よ
っ
て
、
兎
に
角
行
は
れ
て
居
た
も
の

が
、
今
や
株
仲
間
制
度
が
解
か
れ
て
新
規
り
織
屋
が
あ
ら
は
れ
、

之
れ
が
取
締
は
頗
る
困
難
で
あ
っ
た
。
右
り
陳

情
書
に
日
(
、
「
常
時
織
屋
共
風
儀
不
宣
候
得
は
、
正
路
に
渡
世
仕
候
様
取
締
不
申
候
て
は
、
此
上
は
惣
崩
れ
に

も
相
成
候
に
初
、
高
機
織
物
之
筋
に
而
惣
代
雨
入
っ
、
相
主
取
締
仕
、
右
織
屋
美
名
前
帳
面
御
役
所
'
ロ
差
上
詮
、

新
規
之
織
屋
始
候
者
共
は
右
帳
面
に
認
め
入
仮
様
に
仕
、
前
書
主
家
わ
及
不
埼
候
車
中
日
世
人
共
有
之
候
は
、
、
先
々

わ
引
合
候
而
英
次
第
に
よ
り
引
戻
し
の
儀
等
、
惣
代
之
者
よ
り
願
出
候
様
に
仕
度
奉
願
上
候
。
左
候
は
、
自
然
ご

廉
恥
之
風
に
押
移
り
、
織
物
之
筋
正
路
に
立
戻
b
、
渇
格
之
利
潤
食
h
J
候
儀
等
無
之
様
成
行
可
申
候
哉
Z
奉
存

候」

Z
。
株
仲
間
再
興
の
必
要
を
暗
に
示
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
が
。

株
仲
間
康
止
の
結
果
は
、
噛
席
期
に
反
し
て
物
療
下
直
ご
な
ら
争
、
却
て
従
来
の
商
業
組
織
を
奈
h
、
不
融
過
ご

な
っ
た
o

そ
こ
で
嘉
永
四
年
に
常
時
現
在
の
委
を
以
て
問
屋
仲
間
の
再
興
を
認
む
る
こ
古
、
な
り
[
も
の
で
あ
る

が
、
西
陣
仁
於
て
も
同
様
で
あ
り
、
従
来
の
織
屋
は
各
々
奮
所
属
の
組
へ
加
は

b
L
も
の
で
あ
る
戸
、
天
保
改
革

拙著、軒稗史研究 5'7頁以下2) 



以
後
新
規
に
開
業
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
彪
買
を
探
つ
だ
で
あ
ら
う
か
。

「
日
記
」
の
嘉
永
五
年
二
月
朔
日
調
に
よ
る
ご
.
天
保
改
革
以
後
新
規
に
高
機
織
職
始
め
し
者
は
四
百
五
十
六
軒

に
迭
し
た
。
そ
れ
に
就
い

t
「
新
規
織
屋
彼
是
多
分
有
之
、
右
等
之
者
共
仲
ケ
間
に
加
入
之
義
相
頼
候
は
、
差
加

へ
間
敷
義
者
決
而
申
間
数
候
』
正
の
論
達
も
見
え
て
居
る
が
、
高
機
八
組
で
は
此
等
の
新
規
開
業
者
を
剖
査
し
相

瓦
示
談
の
上
、

(
f
)
人
僅
差
支
な
き
も
の
は
新
規
加
入
を
許
し
、
(
ロ
)
爾
後
廃
業
す
る
旨
を
申
出
で
た
者
は
廃
業

せ
し
め
、
(
山
)
主
人
よ
り
家
競
暖
廉
等
を
貰
受
け
古
よ
り
機
業
を
鐸
め
る
者
に
て
、

一
時
休
業
し
、
其
後
再
び
閲

業
し
た
る
際
、
自
分
勝
手
の
家
銃
を
附
け
た
も
の
は
、
古
車
市
よ
り
の
渡
世
に
て
も
家
就
異
り
を
る
故
、
新
規
渡
世

ご
見
倣
し
、
民
其

A

減
税
に
一
ー
は
一
冗
主
人
に
差
支
L

S
を
以
て
渡
世
を
許
き
争
、
家
統
を
改
U
る
ご
き
は
加
入
せ

L

h
u
Z
司
】
正
、

L
・
(
ユ
)
新
規
織
口
庄
の
中
に
は
高
機
Z
他
の
織
尾
正
を
粂
ね
た
る
煮
も
あ
り
、
並
一
等
に
つ
き
爾
後
高

機
を
廃
す
る
回
目
を
述
べ
た
る
岩
は
午
前
機
組
合
に
加
入
せ
し
め
宇
、
(
ホ
)
新
規
及
び
古
来
よ
り
の
織
屋
に
で
も
、
両

陣
の
地
域
外
に
て
渡
世
せ
る
も
の
あ
り
、
此
等
の
所
謂
場
所
還
に
て
織
臓
を
替
め
る
者
は
西
陣
へ
引
越
す
-
』
ご
を

僚
件
正
し
て
加
入
を
許
す
ζ

己
、
し
た
。
こ
の
場
所
遂
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
六
年
の
十
二
月
十
日
に
「
西
陣
外
に

龍
在
候
高
機
織
職
の
者
は
、
目
E
叉
六
ヶ
月
を
限
h
西
陣
内
に
引
越
可
申
」

tω
令
も
出
て
居
る
。

而

L
て
新
規
加
入
者
が
仲
間
定
法
を
守
る
山
へ
き
こ
=
は
勿
論
で
あ
る
が
、
「
日
記
」
に
「
元
仲
グ
間
定
法
相
守
、

(
湾
か
)

古
借
財
割
銀
之
義
も
封
談
相
調
候
に
付
一
札
差
入
、
右
に
而
事
仕
候
に
付
、
双
方
瓦
に
申
分
無
御
座
」
一
五
々
の
文

i論

天
保
以
後
白
西
陣

九
八
七

第
二
十
巻

(
第
六
暁

護

四
五

日記、五年一月十ニ日の時
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論

天
保
以
後
白
西
陣

第
二
十
巻

(
第
六
披

四
十
ハ
)

九
八
入

叢

言
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
見
れ
ば
、
物
質
的
に
も
蕎
来
の
仲
間
員
吉
岡
慌
の
義
務
を
負
携
し
た
も
の
、
如
く

に
考
へ
ら
れ
る
c

以
上
は
高
機
人
組
仁
つ
い
ι
て
述
べ
た
慮
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
仲
間
も
各
々
従
来
の
定
法
や
名
前
帳
を
土
つ

て
再
興
を
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o

か
〈
て
株
仲
間
は
一
再
興
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
司
仲
買
機
業
家
中
そ
り
定
法
を
守
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
職
工
徒

弟
な
ど
の
悪
習
も
倫
依
然
ご
し
て
存
せ
し
も
の
、
如
〈
で
あ
る
。
縮
ミ
縮
印
刷
織
局
仲
間
の
「
名
前
帳
」
り
前
書
に
は

安
政
四
年
四
月
の
乍
恐
口
上
書
を
載
せ
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
ご
、
「
私
共
縮
ミ
縮
緬
織
屋
仲
ケ
問
之
儀
、
先

般
如
以
前
御
再
興
被
成
下
、
御
蔭
を
以
仲
ケ
間
取
締
渡
世
相
続
仕
冥
加
至
栃
難
有
仕
合
に
奉
布
候
o
然
彪
私
共
仲

ケ
悶
弟
子
奉
公
人
共
不
奉
公
仕
、
親
請
人
方
わ
引
込
候
義
弁
賃
仕
萄
仁
差
遣
候
品
々
其
先
々
に
而
代
呂
物
取
込
不

取
戻
義
共
有
之
、
且
叉
結
中
買
共
に
而
縮
銅
賞
代
銀
銭
相
滞
候
も
の
、
同
仲
ク
間
に
て
巾
合
定
法
等
之
義
不
相
守

も
の
、
仲
ケ
間
外
に
て
岡
山
帆
差
妨
候
者
共
多
分
有
之
」
云
々
ご
め
つ

τ、
仲
間
制
度
再
奥
の
後
正
雄
、
十
分
な
る

取
締
の
数
果
を
血
争
「
る
仁
至
ら
F
b
ー
が
如

f
で
あ
る
。

四

西
陣
に
於
て
は
天
災
事
援
に
よ
り
又
は
不
景
気
の
篤
め
に
微
力
な
る
織
屋
井
に
職
工
徒
弟
等
が
非
常
な
る
窮
地

に
陥
り
・
之
れ
に
劃
L
て
救
済
策
の
行
は
れ
た
よ
芭
は
古
来
少
〈
は
な
い
が
、
天
保
以
後
に
於
L
も
そ
の
例
を
見

日"~. 一七J-jV_l]日白血条4) 



• 

る
0

1

今
日
抄
」
に
は
嘉
永
三
年
入
月
、
商
関
及
畿
内
飢
健
、
京
都
奉
行
よ
り
貧
窮
者
を
賑
は
し
、
西
陣
の
毎
戸
に

米
三
升
ご
銭
三
百
丈
を
奥
へ
た
こ
ご
が
見
え
て
ゐ
る
が
、
前
掃
の
「
日
記
」
に
も
「
嘉
永
三
成
年
八
月
朔
日
よ
b
伊

佐
町
町
家
に
而
粥
施
行
、
高
機
入
組
b
朔
日
二
日
三
日
二
千
人
わ
遣
し
候
庭
、
追
々
施
主
進
め
申
候
に
付
、
尤
日

々
相
詰
め
世
話
致
候
」
云
々
己
ゐ
っ
て
、
小
機
業
家
や
職
工
徒
弟
等
が
救
済
を
受
付
た
も
の
、
如
(
仁
考
へ
ら
れ

品。
降
っ
て
安
政
七
年
(
一
誠
一
)
に
も
亦
例
が
あ
る
。
首
時
米
贋
高
直
の
上
、
糸
直
段
格
別
高
直
ご
な
り
し
こ
さ
が
其

原
因
で
あ
り
、
六
年
十
二
月
五
日
の
町
制
で
は
有
志
者
に
救
他
方
を
糊
奨
し
て
ゐ
る
が
、
織
屋
の
方
で
は
先
づ
仲

買
へ
融
通
救
済
の
交
捗
を
な
し
た
が
、
纏
ま
ら
宇
、
拍
車
に
束
町
奉
行
に
官
米
六
千
石
拝
借
之
義
を
願
ひ
出
で
た
の

で
ゐ
る
が
、
七
年
三
月
特
別
を
以
て
固
米
の
内
現
米
一
千
石
の
貸
奥
を
許
さ
れ
た
。

従
来
織
屋
己
仲
買
己
の
取
引
に
は
「
仕
掛
ケ
金
』
Z
縛
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
之
は
「
前
や
よ
り
金
買
の
向
に
は

無
御
座
、
往
古
よ
り
銀
買
の
向
は
金
堂
刷
に
付
五
分
宛
仕
掛
ケ
有
之
、
右
者
金
相
場
日
々
高
下
有
之
候
儀
に
付
、

右
高
下
之
見
込
を
以
、
仲
買
よ
り
外
々
へ
の
取
引
辿
も
仕
懸
ケ
金
請
取
候
儀
に
て
、
右
は
互
の
義
に
て
、
仲
買
の

利
徳
に
相
成
候
儀
に
て
は
鉱
山
御
座
候
」

Z
ゐ
っ
て
、
金
銭
比
債
の
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
ご
考
へ
ら
れ
る
が
、
織

屋
は
始
め
こ
の
五
分
仕
掛
ケ
金
を
以
て
返
済
金
に
充
て
ん
己
し
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
仲
買
の
利
得
ご
な
る
わ
け

で
は
な
い
ご
の
理
由
で
仲
間
貝
の
臆
す
る
彪
ご
な
ら
子
、
結
局
互
譲
し
て
『
金
買
銀
貨
に
不
拘
、
都
て
絹
仲
買
手
一
冗

諭

君主

天
保
以
後
の
西
陣

四
七
)

九
λ
九

第
二
十
血
管

(
第
六
銃

日本米倉史807面所引

九月廿ー日の降

堂品藷者E叩 5頁

Ih老談

)

)

)

)
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論

議

九
九

C

天
保
以
後
の
西
陣

第
二
十
巻

(
第
六
暁

四
八
)

口
俊
之
内
よ
り
梯
高
金
一
一
間
に
付
二
分
五
一
見
宛
積
立
仕
、
倫
叉
紙
屋
に
も
絹
代
金
之
内
同
様
金
一
雨
に
付
二
分
五

庫
宛
引
下
げ
郁
令
五
分
宛
仲
買
手
一
冗
に
て
積
立
置
」
(
こ
ご
、

L
、
瓦
に
口
銭

ω内
か
ら
積
立
返
捺
す
る
こ
正
、

L
セ
。
而
し
て
「
仰
救
米
千
石
御
貸
下
被
成
下
此
代
銀
五
拾
六
貫
三
拾
一
匁
、
調
北
両
年
よ
ム
リ
竿
季
毎
に
銀
五
賀
大

百
三
匁
登
分
宛
上
納
被
仰
付
難
有
奉
存
候
。
依
之
織
尾
仲
買
双
方
よ
り
嘗
七
月
迄
三
ケ
度
に
拾
六
賞
八
百
九
匁
三

品
川
上
納
仕
、
建
七
ケ
度
分
三
拾
九
貫
二
百
廿
一
匁
七
分
』
残
れ
る
勘
定
で
あ
る
が
、
其
後
物
価
慣
騰
貴
織
原
困
窮
の

た
め
、
返
済
方
法
を
鎚
真
し
、
従
来
続
屋
仲
賞
、
共
に
二
分
五
周
宛
負
捻
せ
し
も
の
を
‘
仲
良
よ
り
全
部
出
す
こ

ご
、
な
り
、
是
迄
日
池
h
竿
季
毎
に
定
額
を
上
納
し
、
数
年
に

L
て
皆
済
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
古
乏
の
談
に
よ
れ

ば
、
全
部
上
納
品
位
多
少
の
時
四
伶
金
が
あ
h
、
そ
れ
を
餅
米
二
十
五
石
に
代
へ
て
其
冬
土
立
責
徳
岡
寺
に
て
織
職
難

儀
の
者
へ
施
行
し
た
三
い
ふ
噂
』
芭
で
あ
る
。

五

西
陣
の
織
屋
は
一
方
仲
買
吉
所
謂
位
入
取
引
を
な
し
、
鴬
初
代
贋
を
確
定
す
る
こ
ご
な
〈
、
兎
も
角
も
仲
買
に

預
け
て
幾
分
炉
の
融
過
を
受
け
‘
ぞ
れ
に
よ
っ
て
糸
屋
へ
糸
代
金
を
支
抑
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
仲
買
ご
糸
屋
、
こ
の

双
方
か
ら
資
金
融
通
を
受
け
て
居
る
形
で
あ
る
o

然
L
不
景
気
の
場
合
に
は
仲
買
が
ら
十
分
な
る
融
通
を
受
〈
る

こ
さ
を
得
F
る
た
め
、
糸
屋
へ
も
十
分
な
る
支
挑
を
な
す
能
は
す
、
雨
者
か
ら
攻
め
ら
れ
て
困
窮
に
及
ぶ
こ
ご
も

珍
ら
し
〈
は
な
い
。
安
政
四
年
七
月
の
「
仕
法
方
口
上
寄
」
に
は
這
聞
の
消
息
が
明
か
に
一
市
さ
れ
て
居
る
。
日
〈
、

安政七年三月十三日の文書

文久三年十一目白文書0) 



「
両
陣
諸
絹
織
物
之
儀
近
年
末
兎
角
不
捌
に
て
中
買
方
も
註
文
外
之
口
問
日
々
織
屋
共
よ

h
多
分
持
込
候
故
夫
士
民

捌
き
出
来
侠
均
一
持
国
ひ
居
候
中
之
利
合
等
ぞ
見
積
h
、
絹
直
段
下
底
な
ら
で
は
買
取
兵
不
申
、
尤
織
昆
共
義
も
日

々
織
立
候
絹
相
蛍
の
直
段
に
頁
捌
仕
候
迄
手
一
克
に
抗
貯
へ
居
候
而
者
、
糸
毘
方
わ
毎
月
定
日
之
入
金
に
も
差
支
、

跡
仕
込
も
出
来
不
申
候
付
、
乍
不
引
人
口
も
無
懐
中
買
直
入
通
り
を
以
、
投
け
責
仕
候
故
、
温
々
絹
寵
段
下
落
仕
候

付
、
自
然
Z
糸
口
周
方
b
も
定
日
入
金
は
不
及
申
、
仕
切
勘
定
維
相
立
、
迷
惑
相
懸
け
候
様
成
行
候
付
、
或
者
高
血
万
一

之
金
子
等
仙
九
ソ
受
、
嘗
座
之
維
健
相
凌
き
候
得
共
、
終
に
は
却
て
右
等
之
借
財
方
に
差
迫
候
而
、
居
所
込
樽
仕
候

者
不
少
、
右
ニ
付
身
一
五
相
照
之
純
白
用
共
義
も
下
群
在
段
之
見
競
へ
に
落
入
、
同
機
難
義
岡
崎
在
候
義
に
而
L

一式々
。

仲
間
解
散
の
問
時
取
引
方
法
も
「
狼
り
に
相
成
候
慮
、
先
般
仲
ケ
問
御
再
興
被
仰
付
候
に
付
て
は
古
来
匁
御
取

替
之
通
商
法
無
相
違
相
互
に
質
怠
を
以
で
正
路
に
取
引
吋
仕
候
」
吉
の
一
札
も
あ

h
、
前
通
り
「
日
記
」
に
も
織
尽

か
ら
仲
買
に
封
し
取
引
の
正
路
に
行
は
れ
ん
こ
ご
を
申
入
れ
た
る
旨
が
見
b
て
居
る
が
、
不
景
気
の
常
時
Z
τ
取

引
は
園
滑
に
行
は
れ
な
か
っ
た
も
の
、
知
〈
で
あ
一
る
。
前
通

ω「
仕
法
方
口
上
書
」
で
は
「
以
前
は
糸
屋
方
へ
も
二

季
仕
切
之
棚
、
絹
直
段
下
落

ω簡
は
追
而
相
留
の
庭
山
岡
に
相
成
候
迄
、
糸
屋
方
ね
絹
預
り
央
候
に
付
、
自
ら
責
損

も
相
立
不
申
、
中
買
方
も
跡
々
一
織
立
候
絹
買
入
之
便
利
己

L
T
節
季
毎
に
金
子
前
貸
も
い
た
し
央
候
-
一
付
、
右
を

以
糸
屋
方

b
仕
切
勘
定
仕
候
故
糸
町
段
等
も
成
定
ケ
下
直
に
貰
渡
央
候
義
に
御
座
候
慮
、
近
年
は
前
書
の
過
ち
諸

絹
不
捌
之
趣
じ
て
近
々
直
段
引
ケ
候
に
付
、

己
前
之
遇
。
糸
屋
台
絹
預
h
J
呉
不
申
、
串
月
以
得
一
見
仕
切
勘
定
延
々
に

音肯

議

天
体
以
後
由
四
陣

第
二
十
巻

(
第
六
披

刊
九
)

:fL 
九

安政二年八月四文書

嘉永五年周二月二日及び同七月四目白保

1) 
2) 



前

設

天
保
以
後
四
西
陣

第
ご
十
容

(
第
六
暁

五

O
)

九
:九

相
成
、
不
義
理
仕
候
故
、
跡
々
買
入
方
も
難
成
道
理
に
而
、
中
間
貝
方
も
前
貸
は
不
及
申
、
直
組
方
に
藤
し
内
金
よ

h
J
は
貸
渡
し
央
不
申
候
土
、
矢
張
二
季
勘
定
之
節
、
直
引
相
立
候
に
付
段
々
一
織
屋
手
一
克
不
引
合
に
仔
、
此
上
は
体

職
可
仕
よ
り
外
も
無
之
」
古
h

t
て
西
陣
は
他
の
機
業
地
の
如
〈
農
家
の
副
業
ご
し

τ機
業
h
T
一
倍
め
る
者
に
あ
ら

子
、
従
て
休
職
し
て
は
、
職
工
其
他
に
も
大
な
る
影
響
を
山
県
ふ
る
わ
げ
で
あ
る
か
ら
、
何
ご
か
新
取
引
方
法
を
案

出
し
て
こ
の
窮
況
を
脱
せ
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
そ
こ
で
紙
屋
の
巾
の
有
力
者
が
相
談
し
た
る
結
果
「
絹
預
り
所
」
を

設
〈
る

ω案
を
立
て
た
。
的
も
日
(
「
日
日
織
屋
共
方
に
而
織
立
一
候
絹
、
中
貝
方
b
持
込
相
常
之
度
段
に
t

貿
捌
出

E

来
候
分
は
格
別
、
其
俄
不
引
会
之
絹
を
毎
月
五
日
十
日
十
五
日
二
十
日
二
十
五
日
臨
日
右
目
限
に
織
屋
共
寄
所
に

持
品
誼
匁
致
、
主
(
組
に
而
重
も
立
候
も

ω立
台
、
絹
日
聞
を
見
改
、
正
路
之
直
段
を
相
立
、
六
ヶ
月
£
相
限
、
代
銀
ニ

割
下
ケ
に

τ
一
ピ
手
に
預
h
遣
し
、
相
嘗
之
直
段
仁
和
成
候
節
賀
捌
依
様
仕
候
は
い

Y

責
損
も
相
立
不
申
、
然
る
時

は
自
然
に
中
買
方
に
も
正
路
の
直
組
を
以
、
買
取
央
候
様
相
成
、
暫
時
之
聞
に
己
前
之
姿
に
取
付
き
候
義
、
眼
前

の
儀
、
西
陣
一
同
之
潤
助
は
勿
論
、
糸
屋
方
b
之
不
勘
定
も
不
相
立
、
小
前
末
々
下
職
の
ち
の
共
迄

ω渡
世
筋
使

利
じ
相
成
候
義
に
在
之
。
然
る
蕗
西
陣
織
屋
共
之
内
重
も
立
候
者
、
手
一
冗
に
て
は
右
日
限
絹
預
ち
之
節
仁
出
銭
方

手
便
無
之
に
付
、
今
般
御
銀
方
之
義
御
頼
申
上
、
右
日
限
之
節
に
寄
所
に
御
出
張
被
下
、
右
絹
引
皆
ご
し
て
御
預

h
J
被
下
置
御
出
銀
被

F
候
は
い

Y

、
限
月
中
仁
は
責
捌
一
克
利
御
勘
定
仕
候
共
、
又
は
銀
方
思
召
に
寄
り
、
相
官
之
直

段
を
以
、
御
身
一
万
に
耐
御
責
立
、
元
利
差
引
、
徐
銀
御
渡
し
被
下
候
共
、
其
儀
は
其
節
-
一
御
相
談
可
仕
義
じ
て
.



尤
限
月
無
握
滞
御
勘
定
相
立
、
御
損
己
相
経
一
小
申
請
事
引
受
之
一
札
に
而
重
も
立
候
も
の
漣
印
を
以
、
差
入
可
巾

義
に
御
座
候
間
利
足
成
丈
け
仰
引
下
げ
御
貸
し
出
し
方
御
承
知
被
成
下
候
は
い
、
右
取
引
之
節
に
混
雑
不
仕
鋭
、

且
つ
不
取
結
等
目
フ
守
義
無
之
様
御
公
儀
絞
り
も
御
厨
巾
上
正
路
之
取
計
可
仕
義
に
御
座
依
間
』
一
E
h
a
己
あ
っ
て
、
別

に
銀
方
を
依
願

L
て
、
絹
を
高
貝
捌
き
元
利
計
算
を
な
し
、
ま
た
は
銀
方
が
相
官
の
直
段
に
て
責
却
し
て
、
一
瓦
利
計

算
を
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
呆
し
℃
何
蕗
に
銀
方
を
求
め
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
明
か
で
な
い
。

然
る
に
同
九
月
の

E

乍
恐
本
願
口
上
書
」
で
は
、
多
少
之
ζ

異
っ
て
、
「
此
度
な
共
織
足
之
内
第
重
者
申
談
仕
法

方
之
義
存
付
き
候
は
、
日
々
織
犀
共
方
に
而
織
立
候
絹
、
中
買
方
に
持
込
相
嘗
之
直
段
に
寅
捌
出
来
依
分
は
格

別
、
主
(
依
不
引
合
之
紹
子
元
に
持
貯
へ
衆
候
も
の
は
前
書
定
日
之
節
に
織
屋
共
之
内
処
霊
者
立
命
日
絹
口
仰
を
見
改
正

路
之
庇
段
を
相
立
、
六
ヶ
月
限
り
右
絹
引
嘗
に
相
預
り
、
利
安
に
而
代
銀
貸
遣
し
置
、
相
骨
同
之
百
段
に
相
成
候
節

資
梯
候
様
骨
川
致
候
ー
は

v
貢
鎖
、
も
相
立
一
小
申
、
(
帆
)
何
分
総
屋
実
数
肝
軒
之
義
に
付
、
右
定
H4ι
節
斜
重
者
方
ね
絹

持
寄
h
居
候
様
之
義
に
而
者
不
都
合
之
義
も
在
之
候
に
付
、
則
、
止
す
之
内
大
宮
西
入
町
松
広
新
九
郎
悩
屋
を
絹
預

k

リ
所
ご
し
て
借
り
受
、
右
定
日
潟
重
も
の
立
曾
諸
絹
相
預
り
、
銀
子
貸
遺
申
度
‘
尤
右
に
事
寄
せ
私
欲
ケ
間
数
不

賓
之
取
計
直
切
不
仕
西
陣
一
同
之
潟
方
に
付
正
路
之
取
引
可
仕
義
に
御
座
候
問
、
何
卒
御
慈
悲
に
右
預
り
所
之
義

御
苑
被
潟
成
下
候
様
此
段
奉
願
上
候
」
ご
ゐ
つ

τ、
別
に
曾
所
を
設
け
て
ぞ
の
事
務
を
取
扱
ふ
の
み
な
ら
中
、
資

金
の
融
通
も
機
業
家
中
の
有
力
者
が
自
ら
行
は
ん
ご
す
る
も
の
、
如
〈
に
見
え
る
。
か
〈
の
如
き
こ
ご
が
果
[
τ

言偏

冊
珂，

天
倖
以
後
の
西
陣

第
二
十
巻

(
第
大
競

宜

) 

九
九
三



諭

司生

天
件
以
後
白
岡
陣

第
二
十
巻

(
第
六
銃

五

) 

九
九
四

可
能
で
あ
ら
う
か
。
ま
だ
こ
の
口
上
書
が
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
、
且
許
可
き
れ
た
も
の
で
あ
る
か
脊
や
も
明
日
で

な
い
。
官
時
一
的
事
怖
か
ら
考
ふ
れ
ば
、

恥

?
b
r、止、

i

l

 

か
、
る
計
歪
が
行
は
れ
た
い
V

け
の
こ
ご
で
あ
っ
て
・
質
現
は

し
得
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
ご
思
は
れ
る
。
然
し
軍
に
計
査
だ
け
正
し
て
考
ヘ
イ
一
見
て
も
、

か
、
る
計

章
一
炉
起
る
に
歪
っ
た
こ
さ
は
、
卸
も
機
業
家
が
非
常
な
る
窮
況
に
陥
っ
て
居
り
、
局
面
展
開
の
方
仲
間
を
識
や
ね
ば

な
ら
ぬ
賊
態
に
立
も
到
っ
て
居
た
-
〕
ご
を
示
す
に
は
充
分
で
ゐ
ら
う
。

丑
の
統
、
鹿
勝
三
年
に
至
っ
て
御
寮
織
物
司
、
高
機
入
組
年
行
事
、
西
機
械
民
年
行
事
、
帥
も
み
-
西
陣
hr
ら
再

ぴ
絹
土
民
捌
所
の
計
量
且
が
起
き
る
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
日
的
己
す
る
所
は
封
仲
買
関
係
で
は
な
〈
、
寧

ろ
職
工
従
弟
等
の
救
済
に
在
る
が
如
く
で
あ
る
。
官
時
糸
川
悦
甚
た
勝
賞
L
米
間
慣
も
一
両
院
な
り
し
た
め
困
窮
す
る
も

の
多
く
「
格
別
高
直
之
生
糸
を
以
織
立
候
絹
仁
御
座
候
故
、
中
に
は
他
之
損
失
を
不
服
眼
前
之
利
徳
を
食
hJ
候
者

も
有
之
、
銘
々
勝
手
催
に
直
段
引
上
候
様
相
成
、
重
々
雑
相
一
憐
心
底
に
御
座
仮
(
也
、
此
姿
に
而
取
締
無
之
一
候
而

は
迫
々
に
小
前
雄
総
之
者
多
分
ト
」
相
成
、
御
宮
地
名
産
織
物
出
来
方
無
数
、
左
侯
へ
ば
折
角
交
易
御
赦
品
目
被
成
下

候
所
詮
も
無
御
座
侠
に
付
」
西
陣
織
物
山
績
格
を
維
持
[
難
地
齢
者
を
救
済
す
る
た
め
、

こ
れ
が
資
金
を
得
る
口
的

に
で
絹
頁
捌
所
を
設
立
し
、
西
陣
会
館
り
一
目
的
卒
均
生
産
高
を
二
千
雨
正
し
、

一
雨
に
一
匁
を
積
立
つ
る
な
ら

1J 

一
年
に
約
七
百
貫
目
ご
な
り
、

ぞ
の
内
二
百
五
十
貰
口
は
冥
加
上
納
し
、

二
百
円
貫
目
は
絹
貢
捌
所
経
費
に
充

て
残
り
二
百
五
十
度
目
を
職
工
徒
弟
等
の
救
済
投
に
充

τん
ご
の
計
霊
で
め
っ
党
。
而
し
て
和
糸
問
屋
、
同
絹
問



屋
.
糸
仲
買
紺
仲
買
及
び
織
屋
り
も
の
二
十
人
粍
日
々
責
捌
所
に
誌
が
け
織
物
の
販
寅
に
従
ひ
、
五
日
日
毎
に
役

人

ω見
分
を
乞
ひ
、
日
常
儀
よ
り
-
』
の
絹
責
捌
所
を
設
立
す
べ
き
こ
ご
を
命
や
ら
れ
た
い
ぜ
い
ム
窓
見
で
あ
っ
た
。

屯
」
の
絹
資
捌
所
も
勿
論
計
圭
且

rけ
に
過
ぎ
必
も
の
、
如
〈
で
あ
る
が
、
安
政
以
来
か
く
の
如
、
古
取
引
改
正

ω
企

τが
め
っ
た
こ
ご
は
、
信
古
川
の
取
引
方
法
で
は
満
足

L
得
ら
れ
さ
も

L
こ
ご
を
示
す
ぜ
共
に
、
織
崖
職
工
徒
弟
な

ど
の
窮
迫
せ
る
紋
態
に
ゐ
っ
た
こ
子
ぜ
一
不
す
も
の
ご
い
ふ
こ
ご
が
出
来
る
o

明
治
維
新
の
後
、
西
陣
織
物
産
曾
枇

が
設
立
せ
ら
れ
て
、
市
場
取
引
な
る
新
方
法
が
採
用
き
れ
た
ヨ
)
正
は
ブ
直
接
一
}
の
絹
資
捌
所
の
計
主
ご
漣
絡
ゐ
る

に
あ
ら
十
Z
す
る
も
.
徒
ら
な
る
斉
物
破
壊
の
一
般
的
信
念
に
恭
〈
の
み
で
は
な
く

替
市
市

ω取
引
方
法

ω弊
を

認
め

τ、
之
れ
を
改
善
せ

a
さ
る
可
ら
宇
Z
の
考
も
あ
っ
て
の
こ
ご
で
あ
ら
う
ご
考
へ
ら
れ
る
o

ー，、

以
上
私
は
天
保
改
革
以
後
の
西
陣
に
つ
レ
て
一
一
一
一
一
の
方
面
か
ら
之
を
観
察
し
穴
。
西
陣
は
徳
川
時
代
の
役
牛
期

に
於

τ、
他
の
機
業
地
の
勃
興
に
隠
せ
ら
れ
、
保
守
退
嬰
を
事
正
し
て
庶
た
の
で
あ
る
が
、
天
保
の
改
革
以
殺
は

衰
頚
徒
々
甚

L
〈
僅
か
に
伶
唱
を
保
て
る
の
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
o

蕗
が
そ

ω一
両
陣
が
明
治
の
新
時
代
に
入
っ
て

は
、
卒
先
し
て
新
な
る
方
面
に
努
力
を
重
ね
て
、
機
業
界
じ
お
け
る
明
治
文
化
の
先
師
酬
を
な
せ
し
ヨ
】
ご
は
大
に
注

意
す
べ
き
事
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

百官

jr; 

第
二
十
巻

九
九
五

天
保
以
後
四
四
陣

(
第
六
披

五

) 

拙著、経済史研究開0-592頁


